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平成 28 年度第 4 回東京都北区子ども・子育て会議（第 17 回会議）議事要旨 

 

[日  時] 

平成２９年２月１３日（月）午後 18 時 30 分～21 時 00 分 

[会  場] 

北とぴあ14階 スカイホール 

[出 席 者] 

  岩崎会長 神長副会長、我妻委員、榎本委員、佐田委員、鹿田委員 

  田辺委員、菅野委員、丸山委員、石山委員、小針委員、坂内委員、平山委員、 

橋本委員、大塚委員、誉田委員、滝口委員、仁科委員 

[次  第] 

 1 開会 

 2 議事 

（１）「北区子ども・子育て支援計画２０１５」計画事業の平成２９年度以降の事業

実施方針（案）について           

（２）平成２９年度当初予算案の概要【報告】 

   ①保育所待機児童解消 

   ②産後ショートスティ事業の開始 

   ③（仮称）ひとり親家庭等相談コーナーの設置 

   ④計画的な学校改築の推進 

   ⑤区内初の幼保連携型認定こども園「さくらだこども園」開設 

   ⑥病児保育サービス（施設型）の開始 

   ⑦北区初！施設一体型小中一貫校の設置 

   ⑧家庭教育力向上アクションプランの推進 

   ⑨教育支援ボランティアの全校実施 

（３）新規開設予定施設の利用定員について 

（４）私立幼稚園の長時間預かり保育の拡充について【報告】 

（５）（仮称）東京都北区子どもの貧困対策に関する支援計画（中間のまとめ）の概

要とパブリックコメントで提出された意見について【報告】 

3 閉会 

【事前配布資料】 

資料１-１ 
「北区子ども・子育て支援計画２０１５」計画事業の平成２９年度以

降の事業実施方針（案）について【全一覧】 

資料１-2 
「北区子ども・子育て支援計画２０１５」 計画事業の平成２９年度

以降の事業実施方針（案）について【抜粋版】 

資料 3 北区内保育施設(入所調整施設)一覧 H29.4.1予定 

資料４ 私立幼稚園の長時間預かり保育の拡充について 

資料 5-1 (仮称)東京都北区子どもの貧困対策に関する支援計画（中間のまとめ）
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の概要とパブリックコメントで提出された意見について 

資料 5-2 (仮称)東京都北区子どもの貧困対策に関する計画（中間まとめ）概要 

 

【当日配付資料】 

資料 2-1 保育所待機児童解消 

   2-2 産後ショートスティ事業の開始 

   2-3 （仮称）ひとり親家庭等相談コーナーの設置 

   2-4 計画的な学校改築の推進 

2-5 区内初の幼保連携型認定こども園「さくらだこども園」開設 

2-6 病児保育サービス(施設型)の開始 

2-7 北区初！施設一体型小中一貫校の設置 

2-8 家庭教育力向上アクションプランの推進 

2-9 教育支援ボランティアの全校実施 

 

１.開会 

【会長】 

 第１７回平成２８年度の第４回ですが、北区子ども・子育て会議を開催いたします。 

それでは初めに事務局から、本日の委員の出欠席について報告をお願いいたします。 

 

【事務局】  

では、委員の出席の状況でございます。 

まず、連合東京北地域協議会の原嶋委員におかれましては欠席の電話連絡をいただ

いております。委員のほうは定足数に達し、会議は成立しております。 

 

【会長】 

それでは、最初に事務局から資料の確認をお願いいたします。 

 

【事務局】  

 引き続き資料の確認でございます。 まず、事前に配布させていただいた資料と、

今回、席上配付させていただいた資料と議題の順に並べる意味も込めて、両方行った

り来たりで議題の順にご紹介をさせていただこうと思っております。 

 まず、資料１といたしましては、子ども・子育て支援計画２０１５の事業実施方針

について資料１－１ Ａ４の表形式の資料です。そして、資料１－２が、Ａ３判の資

料になっておりますが、こちらが抜粋版といったことになっております。これが議題

の１に関する資料でございます。 

 そして、議題の２に関するものでございますが、これは席上配付させていただいた

資料になっておりますが。資料の２－１から２－９まで、九つの事業、先日、発表に

なりました北区の新年度予算案の概要について、そこから抜粋したものでございます。 

 続きまして、資料３でございますが、Ａ３の縦長のものになってございます。北区
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内保育施設（入所施設）一覧ということになってございます。 

 続きまして資料４、こちらはＡ４の１枚でございます。私立幼稚園の長時間預かり

保育の拡充についてです。 

 続きまして、資料５でございますが、こちらにつきまして５－１、５－２と二つの

資料が事前送付させていただきましたが。５－１のものにつきましては、机上配付さ

せていただいた右上に差しかえというふうに書いてあるＡ４のものがあります。そち

らと差しかえをお願いします。申しわけございません。そして５－２につきましては、

配布させていただいた資料を用いてご説明をさせていただくといったような形になり

ます。 

 以上、大変ちょっと複雑で、量が多い資料になりますが、ご確認はいただけました

でしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

2.議事 

【会長】 

 それでは、本日の議事に入りたいと思います。 

 資料１－１、それから１－２ですね。「北区子ども・子育て支援計画２０１５」計

画事業の平成 29 年度以降の事業実施方針の案について、事務局から説明をお願いいた

します。 

 

【事務局】  

では、私のほうから「北区子ども・子育て支援計画２０１５」の事業計画の評価と

いうことでございます。説明をさせていただきます。事前にお配りした資料をご覧く

ださい。この子ども・子育て支援計画でございますが、今年度第２回の子ども子育て

会議で事業実施実績報告をさせていただき、各事業に対してさまざまご意見をいただ

いたところでございます。それらを踏まえるとともに、今回、北区では中期計画の改

定、また、先週２月８日に広報を行ったところでございますが、この平成２９年度当

初予算編成を行う中で、この次年度以降の事業実施方針（案）を明示させていただき

ましたので、今回、ご審議いただくことでございます。 

では、資料をご覧ください。Ａ４の横でございます。北区子ども・子育て支援計画

のこの事業に位置づけられている計画事業が２４０事業でございます。これらを集め

てこちらの表で網羅しているわけでございます。 

そして、さらに今回、新たに２７年度の計画策定以来新規に事業を行っている部分

があります。そういったものが４事業ございまして、２４４事業をお示しさせていた

だいております。この２４０事業のうち２３６事業につきましては、継続して実施と

いったような実施方針を案として、事務局ではそのような評価をさせていただいてい

るところでございます。残りの四つにつきましては、廃止になったり休止だったり統

合であったりと、そういったような評価をさせていただいたというようなことでござ

います。 

今回、こちらの全事業を説明するには大変量が多いものですから、前回同様、この

抜粋版とお示しをしたもので説明をさせていただきます。 
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こちらにつきましては、現在、区のほうで策定を進めております中期計画（案）に

位置づけがされているすべての事業と、この平成２９年度以降の実施方針やその他の

の項目におきまして、これまでとの変更ですとか、そういったものがあります６１事

業を抜いて抜粋版とさせていただいたところでございます。ただ、６１事業全てでな

く、そのうちの幾つかを説明させていただくような形にしています。 

８月の会議では、この表の一番左側にあります施－個、Ｎｏ．とありますが、これ

は施策目標、個別目標、そしてそれぞれの事業の番号になりますが。例えばこれの一

番上の保育所待機児童解消であれば１－１－１と、そんな振り方をしました。番号を

振って、説明をしていきたいと思います。 

まず、１－１－１の保育所待機児童解消でございます。既に、この子ども・子育て

支援計画に位置づけております目標は上回る整備を進めておりますが、待機児童の解

消にはまだ至っておりません。今後、平成 29 年度中もしくは平成 30 年４月の受入施

設増に向けた取り組みを進めますが、今回お示しした目標以上に詰めるかどうかにつ

きましては、今現在、４月期の待機児童の状況等を踏まえまして、今後検討してまい

りたいと考えております。 

次のその下、１－１－２でございます。放課後児童健全育成事業でございます。８

月の当会議でも委員の皆さんから育成時間の延長というような要望をいただきました。

平成２８年度はおよそ半数の施設で午後７時までの延長に取り組んだことでございま

すが、平成２９年度につきましては、全施設において午後７時までの延長を行ってま

いります。 

次の個別目標に進みます。１－２－１でございます。子育て相談事業とありますが、

こちら開催場所であります児童館の統合等を行っているということがあります。そこ

で、場所が若干変更になっていくということでございます。他にも児童館を開催場所

とする事業につきましても、同じような記載をしておりますが、それらにつきまして

は今後説明を省略させていただきたいと考えております。 

次です、一番下の１－２－９でございます。子育て応援サイトでございますが、平

成２８年度中に構築いたしました（仮称）子育てアプリについて、平成２９年度より

運営を開始いたします。 

次に、１－３－１でございます。はぴママ学級・パパになるための半日コースでご

ざいます。こちらは、参加者同士が相互に交流を深められるよう、事業の内容・方法

を検討するとともに名称の変更を行ったものでございます。 

次、１－４－８でございます。次の個別目標のマタニティクッキングというもので

ございます。こちらは、今ご紹介いたしましたこの三つ上にありますはぴママ学級の

食育を充実させることを検討しておりまして、平成２８年度で事業を廃止とさせてい

ただきました。 

その下、新規事業が三つございます。１－４の新規でございます。産後ショートス

テイ事業でございます。産後ケア実施施設に宿泊し、産後の母体の回復や不安解消、

自宅でも育児に困らないための育児技術の習得を支援するものでございます。 

その下、産後デイケア事業でございます。出産間もない方々への支援を行う団体に

対し支援を行うものでございまして、こちら平成 27 年度には事業自体を実施している
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ものでございます。 

その下、はぴママ・きたく事業でございます。こちらの事業といたしましては、平

成２７年度より取り組みを開始したものでございます。妊婦さんの不安を解消するた

め、地区担当の保健師などが面接を行い、応援グッズを贈呈します。また、生後６か

月までの子どもと保護者に対し、育児の不安を軽減するため、子ども家庭支援センタ

ーや児童館・子どもセンターで面接やグッズ贈呈を行うといったものでございます。 

次に、２－１－１１番に進みます。家庭教育力向上プログラムでございます。これ

までは教育政策課と生涯学習・学校地域連携課が所管となっておりましたが、平成２

８年度生活習慣の形成と家庭学習の定着、親子のきずなづくりといった家庭教育にお

ける三つの課題を柱といたしまして、関連する各課と連携し取り組もうといったよう

なことでございまして、この所管課のところが変わっております。次に進んで、２－

５－１８に進みます、４ページの上から二つ目の防犯カメラの設置でございます。２

９年度に全校設置が完了する予定でございますが、その後もさらなる拡充を検討して

いきたいと考えております。 

次です、その二つ下で３－１－５でございます。区立認定こども園の開設でござい

ます。平成２９年度に開設となりまして、その後は検証を行っているというようなこ

とを予定しております。 

５ページの一番上、３－２－９でございます。トイレの洋式化でございます。平成

２８年度で当初の目標は達成する見込みでございますが、今後は学校のトイレのさら

なる改善を目指すといったようなことでございます。 

次に、３－２－２０です。ちょっと幾つか飛んで５ページの中ほどからちょっと下

なんですが、３－２－２０で道徳副読本の配付でございます。こちらは、平成３０年

度に道徳は教科化され、副読本という形での配付が行われるだけでありますので、事

業としては終了となってくるといったようなことでございます。 

次です。次の下から２行目です。３－３－２でございます、小学生との区政を話し

合う会でございます。現行の計画の中で隔年実施ということになっております。ただ

し、今現在平成２７年度から毎年実施といったようなことで事業を行っております。 

次、３－３－６都会っ子ふれあい農業体験事業でございます。８月９日のときもご

質問いただきましたが、この受け入れ先となってございます山形県酒田市の意向から、

この事業自体中止ということになってございます。 

次に３－３－１８からです。３－３－１８と３－３－２２、上から二つ目と三つ目

の表彰の事業が二つあるわけですが、この２２の文化・スポーツ等優良児童生徒の表

彰というのを、この１８の子どもかがやき顕彰と統合を行ったといったようなことが

ございます。 

その下での新規事業の省エネ道場でございます。「北区ｅｃｏかるた」や工作など

の体験を通じて、遊び楽しみながら環境について学ぶ機会を提供するものです。学習

の成果を発揮する場としてかるた大会も開催してございます。かるたの作成とかるた

大会は平成２７年度より、省エネ道場としての事業は平成２８年度より実施してござ

います。平成２９年度以降は回数をふやしていく予定というようなことでございます。 

次に、３－５－３でございます。このページの一番下です。放課後子ども総合プラ
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ンの推進でございます。平成２８年度は４校で新規開設を行っておりまして、実施校

を１９校としたといったようなことでございます。 

次に７ページの一番上の項目でございます。３－５－７スクールソーシャルワーカ

ーの配置でございます。平成２７年度より、子どもの貧困対策や障害者差別解消法に

よる合理的配慮などの視点を持った支援を含めた相談を拡大したところでございます。 

次に、その三つ下にありまして、新規事業でございます。４－３の新規でサポート

ファイルの活用でございます。乳幼児期から社会生活に至るまでの成長の記録、こう

いったものを療育機関や学校、そして医療や福祉機関などで受けた支援内容が提供さ

れた資料などを保護者の方が記録を保管していくファイルを、そういった関係機関と

の間の情報の共有を円滑にして、よりよい支援を受けるために活用することを目的と

したものでございます。 

最後に４－４です。その一つ下にございます。また新規事業でございます。子ども

の未来応援プロジェクトでございます。本日も議題で挙がっておりますが、この会で

は貧困対策に関する支援計画の策定に当たって検討会の設置、実態把握調査について

報告を行いました。また、１２月には中間のまとめを各委員の皆様に送付させていた

だき、１月にパブリックコメントを実施したところでございます。現在、策定を進め

ております支援計画に基づきまして、この貧困の連鎖の解消に取り組むことを目的に、

今後、施策展開を図るといったことでございます。 

今後の予定についてですが、来年度、子ども・子育て支援計画ができまして、５年

間の計画の来年度がちょうど３年目になります。例えば保育園の待機児童の量の見込

みですとか、現計画と、乖離している部分などもありますので、中間の見直しを行っ

ていきたいと思います。その中に現在、今日説明しましたこの事業の中止ですとか、

新規の事業の追加ですとか、そんなことを来年度に向けて取り組めたらいいのかなと

いったように考えてございます。 

 

【会長】 

 ただいまの資料１に基づきましたご説明について、委員の皆様からご質問・ご意見

等がありましたら、お願いいたします。 

 

【委員】 

 こちらの全一覧のほうの冊子でご質問してよろしいでしょうか。 

 ４ページ目にあります上から二つ目、１－３－４ママ応援プロジェクトの平成３１

年度目標のところに延べ参加者数４００人、目標値ですね。この根拠は何なのか伺い

たいと思います。 

 それから、イクメン講座・イクじいイクばあ講座、父親への支援事業も含んだ合計

というふうに説明がされていますが、これはどうして合計したのかも聞かせてくださ

い。 

 それから次のページで、１－４－１０安心ママヘルパー事業でヘルパー派遣利用者

２，４００人という目標値がありますが、これの根拠、どうして２，４００人が目標

になったのか、お聞かせください。 
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 それから、１３ページ目、３－２－５（仮称）教育総合センターの設置についてで

すが、平成２８年度における特記事項の欄に適地がないため、当分の間、滝野川分庁

舎に暫定設置とするとありますが、今後、適地があればこれを独立して建てるという

ことなんでしょうか。少し説明をお願いします。 

 

【事務局】  

 ５ページ目の安心ママヘルパー事業の利用者数２，４００人についてです。これ、

出生数を大まかに３，０００人というふうに見込みを立てました。その中の８割ぐら

いにお使いいただけるのかなというふうに見込みまして２，４００人という数字を出

してございます。ただ、今の状況でいいますと、この数字まで全然達してませんで、

ＰＲ不足だなというふうに思っていますので。先ほどお話に出ていたのですけど、は

ぴママ面接ということをやっておりまして、その中でもＰＲさせていただいていると

ころでございます。 

 

【事務局】  

 では、続いてこども未来課の分で、４ページの１－３－４ママ応援プロジェクトの

ところにあります、延べ参加者数の４００人ということですが、こちらに関してはイ

クメン講座ですとかイクじいイクばあ講座等々を含めた延べ参加者数の目標値で、一

つ一つの根拠はなかなか難しいのですが、平成２６年度地点で３３５人といった実際

の数値がございました。それを多少ふやした中で充実していくという形から、４００

名といった延べ見込み参加者数を目標としているといったところでございます。 

 

【事務局】  

 最後のご質問でございました、３－２－５の教育総合センターの設置でございます。 

 現在、滝野川分庁舎のほうに暫定設置という形で置かせていただいております。や

はり、適地がないためという理由で置かせていただいているんですけども、なかなか

ふさわしい場所が見つからないというのが実情でございまして。今後、北区役所のほ

うもいずれ移転するという計画もございますので、その辺も見据えながら現在の形で、

当面の間は進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 

【委員】 

 今、最後のお答えの教育総合センター、仮称ですね。今、滝野川分庁舎の３階部分

にあるのですよね。あそこ結構広いと私は感じているのですが、あそこでは狭いとい

うことなのでしょうか。 

 

【事務局】  

 物理的に狭いというよりも、フロアが２階と３階に分かれているというのもござい

ます。また、まだ移転して２年目ですか、というところもありますので、その辺の実

績も踏まえていきたいなというふうには思っているところです。現状の形でうまく進

めば、それはそれでいいと思うのですが。ただ、あそこの分庁舎も先ほど申し上げた
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ように、いずれ北区役所本庁舎が完成した暁にはどうなるかというのも、今後、見据

えていかないといかなければいけないのかなと思っています。 

 

【委員】 

 本当に１－１－１保育所待機児解消、非常に担当の皆さんにご努力いただいている

なと思って、９１７人、東京都の来年度のこの計画でも北区のほうの保育所整備とい

うのは、ここ最初からずっと申し上げているのですけども、非常にすばらしい成果を

上げてらっしゃって、東京都、もうほかの区が今慌ててやっていますけれど、それに

しても以前からずっと継続的に約３００人の待機児童の解消を図っていただいたたと

いうこと。それに伴って、整備すれば整備するほど他区からの転入の方、地方からの

転入の方がふえてきて、これ本当に天井がない保育所整備の今、形になっているなと

思って、どこまでやるか、保育所整備を北区でやられるのかなというところが一つ。 

これはやっていただくのは結構なことなのだけれども、そういうところが配だなと

思って。それによって、転入されてきた方が非常にご両親で働いてらっしゃると、そ

ういう保育を必要とする指数が高くなるから、従来から北区に住んでいらっしゃる方

の利便という、要するにご近所入園というのが難しい状態になっているというのが実

態だと思いますね。 

そういう考え方で子育て支援といった時に、ご両親、お父さん、お母さんは本当に

どういう子育てをしたいのかを考える。今の復職するときに入れないから早目に入れ

ちゃいましょうというのが本音のところと思いますね。これが本当に子どもたちを本

当は２歳ぐらいまで手元で育てて、それから集団生活に入って行かせたいと考えてい

らっしゃるのだとするのであれば。そういうことも実現をできるようなのが子育て施

策。今の保育所整備でゼロ歳からたくさんのお子さんをお預かりできるように頑張り

ましょうという方向とは、また、違った方向になろうかなと思うのですけど、そうい

うことを考えていかなければならない時期なんじゃないのかなと現場の人間として思

っています。本当に保活という言葉があるし、過激な言葉でいろんなインターネット

でも出てきますけども。 

本来、子育てされているお父さん、お母さんが望むような形、子育ての方向を考え

てあげられないのかなと思います。それをやるためには受け入れ先の保育園や子ども

をお預かりする施設だけの努力じゃなくて、働いてらっしゃるところのワークライフ

バランスという言葉がありますけども、ワークのほうも入るというところもお考えい

ただかないと、なかなか進んでいかないのかなと思うのです。例えば、育休、マタニ

ティハラスメントなんて言葉もまた聞かれるような時代になってきていますしね。育

児休業をとりやすい、子育てしやすい職場環境、また、預けたい、預けようと思った

ときにお預かりできるような保育環境ということを考えていかないと。一朝一夕でで

きる話じゃない。そういうことを、ひとつ念頭に置いて、やっていただければいいん

じゃないのかなと思っています。この計画について、どうこう言う意見ではありませ

んけれども、方向性としてそういうことも大切なんじゃないかなと思いましたので発

言させていただきました。 
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【事務局】  

 まず、どこまでその待機児解消するのかというところでございます。北区の状況、

今、少子高齢化が全国的には進んでいるのですが、幸いにして北区というのは若年層、

特に就学前のお子さんの人口というのは増えているのです。その増えている中身は、

出生者数です。転入者ではなく出生者数です。その出生者数というのが、果たしてそ

のお父さん、お母さんが、じゃあ、本当に北区で生まれ育って、何らかの北区の何と

か小学校出てずっと北区に住んでいるのか、そういう状況か、そこまでちょっとわか

らないですけれど。基本的には一番北区というのはゼロ歳の人口というのが多いので

す。それで、その後、転出される方のほうが多いのが状況ですね。待機児解消という

のは、本当にそういった少子高齢化が進む中で、若いファミリー世帯が転入してくる

というのは、これは地域社会の活性化という点でも、区としては大変重要な取り組み

と思っていまして。そういったことから、保育園整備を進めることで、転入というか

北区に住もうというファミリー世帯の方がふえるというのは、大変好ましいことなの

かなというふうに考えております。 

 実際、待機児解消と言うのですが、どの時点を解消とするのか、４月１日時点でゼ

ロになったところがいいのかといったようなところについては、なかなかこれが明言

できるというのは、状況ではないのかなと思っています。つまり、本当に困っている

お母さんたちが入れなくて、もう、私の人生設計が大変なことになったと言われない

ような状況、そういったところがまずは一つの目標なのかなと思っております。具体

的なちょっと数というのは、まだ申し上げにくいところではあります。 

 次に、ワークライフバランスについては、まさに委員おっしゃるとおりでございま

して。区長のほうも先日、ことしに入りまして厚生労働大臣との各自治体の市長との

懇談会というのもございまして。そちらのほうで何か意見はありますかと求められた

ところで、やはりこの保育所整備するだけでなく、そういったワークライフバランス

の環境整備と言いますか、そういったことは大変重要だと思っています。そういった

社会の仕組みづくりはどうしても自治体ではなくて、やはり国を挙げての取り組みだ

と思っています。自治体といたしましても、そういった会社をふやすべく、この事業

にもありますが、そういった子育て支援、環境整備に頑張っている企業の表彰ですと

か、そういった事業にさまざま取り組んでいますが、そういったところでぜひ、今後

ともそういった視点からも待機児解消を進めていきたいと思います。 

 

【委員】 

 要望ですけれども、全一覧の中の２２ページの４－３－１２番、巡回指導員の派遣

というところです。今のところ保育園及び学童クラブ、私立幼稚園に巡回指導員の派

遣ということで、うちの小学校にも指導員の方がお越しいただいているんですけれど

も、この中に、ぜひ、放課後ひろばもまぜてほしいという要望です。 

 やはり今、各クラスに私の目から見ると１人から３人、多いと４、５人。そうかな

という子も含めまして障害のある子がふえている実感があります。その中で、やはり

職員の対応がまちまちにならないように、プロのやはり指導員の方とお話しできたら

なというのを感じます。 
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 また、うちの学校は拠点校なので、直接相談できる方がいるのですけれども、例え

ば委託の業者ですと、配置の関係で人数が直営よりも少なかったりする学校もあって、

先日の意見交換会のときに、やはり例えば特別支援学級がある学校なんかは、かなり

職員の負担が大きい。１人にかかりっきりになってしまう職員がいると、手薄になっ

てしまう危険性があるとか、でも人員が増やせなかったり、対応をすごく苦労してい

るという話を聞いたので、直営、委託の差が起きないように、障害のある子もない子

もみんな楽しく安全に遊べるように、何かご配慮をいただければと思います。 

 以上です。 

 

【事務局】  

 確かに私も学童クラブ等わくわくひろば担当している中で、確かに学童クラブの職

員と話をしているときに巡回指導員の方が回ってきていただいて、専門的なアドバイ

スをいただけることは非常に役に立つという話を聞いてございます。そういった意味

で、巡回指導員の方が果たしている役割というのは、今の時代特にやはり障害とまで

言わなくても非常落ちつきのない子がいたり、さまざまな子が学童クラブですとかわ

くわくひろばを利用している中で、非常に重要なことだと思ってございます。ただ、

今すぐここでどうこうというのはなかなか回答できませんが、わくわくひろばの方々

からもご意見伺って、やはりさまざまなお子様がいらっしゃいますので、少しでも居

場所としてよりよい環境になるように努めてまいりたいと。また、いろいろお話を伺

いたいと思ってございます。 

 

【委員】 

 すみません、１－４の新規のはぴママ・きたく事業のことについて、ちょっと私の

意見を伺ってもよろしいでしょうか。 

 昨年の１０月にまた出産させていただいて、こちらのはぴママ・きたく事業のひよ

こ面接を使わせていただいているのですけども。こちらで児童館や家庭支援センター

で面接を行うということで、うちの近くの児童館で申し込んだのですね。そうしたら

月に１回しかやってなくて、３か月先になりますと言われたですね。生後６か月まで

じゃないですか、ひよこ面接。そうすると６か月過ぎてしまうので。そうすると、ち

ょっとこれはどうなのかなと。私、結局、家庭支援センターのほうまで向かいました。

何か月に１回ということで、やれる人がどんどん限られている。でも、児童館はあそ

こが近くで私はあそこにしか行けないので、すごく困ったということあったので。こ

のすごく事業はいいかなと思うのですけど、何かそういうちょっと実際的に問題が出

ているのですけども、何かそういうことについて、何か変えていくこととかありまし

たら、教えていただけたらなと思うんですけども。 

 

【事務局】  

 先ほど、お話しいただきましたように子ども家庭支援センター、実のこといいます

と児童館のほうでなかなか、児童館は児童館としての仕事にプラスして、この面接を

お願いしているところです。なので、毎日やっていただくというのはなかなか難しか
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ったものですから、子ども家庭支援センターのほうでは、いつ来ても受けられるとい

うような形で実施をさせていただいているのが実情でございます。今、お話しいただ

きましたように、やはり何人かの方から面接が近くのところで受けられないというよ

うなお話はいただいておりますので、実施をしている児童館の方々ともお話を、そう

いうことで要望がありますよということで、お話させていただきたいというふうに思

っております。 

 

【委員】 

２点お話をさせていただきたいと思います。巡回のことと、はぴママのお話です。 

巡回については、今、ひろばでは特例で４年生から６年生までの学童クラブをお願

いしているかと思います。そこでもし該当するお子さんがいましたら、事前に審査会

で状況の確認をするため面接が未来課であります。そこで巡回の先生を配置する判断

のため報告をする場を設定しています。そういった方がいれば、２月の前半ごろ設定

していますのでセンターあるいは未来課と連絡をとっていただければと思います。 

それからもう一つ、はぴママです。お話された内容はよくわかります。ただ、弁解

になってしまいますが、今、私が勤務している子どもセンターは火曜日から金曜日ま

で受けをさせていただいております。ただ、行事があったりしますと受け入れられな

い時間帯があります。そのときはいずれの児童館・子どもセンターでも相談しながら

調整して受け入れています。実態として、そういう受け入れ方ですので、近隣の方だ

けではなくほかの地域の方や、やっぱりこの日しか行けないということ方から連絡い

ただいて受けたこともあります。また、面接を受け入れお話をする中で子どもセンタ

ーとして子育て支援を考えこれからどういうプログラムに発展させていけるか短い時

間ですが試案しています。子育て中のお母さんの実態や情報がとれますので、主催は

子ども家庭支援センターですが、私たちもすごく情報を頂けてありがたいと思ってい

ます。その後、乳幼児クラブに登録していくわ」という方の確率が高いです。 

大変申し訳なく思っていますし、ほかの子どもセンターも、できれば拡充したいと

いう思いはありますが、実態としてなかなか受付が難しいということもご理解いただ

けるとありがたいです。 

 

【委員】 

 質問ですが、この全一覧の２５分の３ページの１－３－１のはぴママ学級・パパに

なるための半日コースという事業と、めくった次のページの１－３－５新人お母さ

ん・お父さんの保育見学がちょっと事業内容が似通っている気がして、それぞれの特

徴というか、あと差も教えていただけますでしょうか。お願いします。 

 

【事務局】  

 新人お父さん・お母さんの保育見学ですが、これは実際に保育園の見学などをして

いただく事業だというふうに思っております。 

 

【事務局】  
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 はぴママ学級についてですけれども、こちらについては、王子、赤羽、滝野川にそ

れぞれ３健康支援センターがございますが。こちらで妊婦の方等に出産手引きについ

ての３日間の日程になりますけれども、事業を進めているところでございます。です

ので、私どもの事業は３支援センターで、そして次のページのほうの場所として新人

お母さん・お父さんの事業については保育園で、そしてはぴママ学級については、保

健師等が行っているところでございます。 

 

【委員】 

 今の新人お母さん・お父さんの保育見学は、今説明があったように、各保育園で受

け入れをしています。直接保育園に申し込んでいただいて見学が可能になっています。

妊婦さんですと体調のいいときであったり、また、初めてお母さん・お父さんになっ

た方ということでのちょっと外に出て大丈夫だね、赤ちゃんたちが保育園ってこうい

うところだよということをお母さん・お父さんにご案内して、また、不安なことがあ

れば誰か相談に乗ったりということを実施しております。 

 

【委員】 

 新人のお父さん・お母さんが保育所見学という事業を書いてあるのを、例えば行政

の保育課とかでまとめて、じゃあ、いつ行くか、こういう事業をやりますよという募

集の仕方はしてないでしょう。今まで、私も聞いたことがないから、やっぱり子ども

を預けたいなとか、これから預けるにはどうしたらいいのかしらと質問があるお父さ

ん・お母さんが出産前の方でいらっしゃるし、出産後の方もいらっしゃいますけども、

委員がおっしゃったように、希望する保育園に電話してここを見学させてくださいと

言ったら、いついつ来てくださいというふうなお話のやりとりはあるけども。 

 保育課とか例えば子育て支援の課で行こうかと、今、健康推進課のお話があったと

思うんで、そういうところからまとめて何月何日のどういう形でどこの職員がという

ふうなのはね、僕の記憶ではないなと思っているんですけども。その辺は事業として

載っているからやるべきなのかどうなのかというふうなこともちょっと。それをわざ

わざ載せているのに何か意味があるのかなと。もちろん、出向いていただければ、ど

うぞいつでも来てくださいと、いつがご都合いいですかというような対応は、もちろ

んさせていただいているんですけどもね。 

 

【事務局】  

 今、委員から説明があったように、区役所が取りまとめて、この日にまとまって来

てくださいいった事業ではございません。保育園にはもともと地域の中の子育て支援

センターとしての機能があり、これからお父さんになったりお母さんになったり、そ

れから子育てについて不安があれば相談に乗るといったものが機能としてございます。 

 これを殊さら事業にしないという形もあるのですが、こういった保育園の機能とい

うものも皆さんに知っていただいてご利用いただきたいということで載せさせていた

だいているところでございます。 
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【委員】 

 今の話ですけど。私、その保育園の見学とかも行っているのですけど、場所によっ

ては、もう、２０人ぐらい満タンで、それでも入り切らなくて一部、二部と保育園に

よってはやっている見学とかもある。本当に保育園の方たち大変そうで。曜日をまと

めているんですけど、そこはもう本当に毎回毎回、曜日を決めないと、毎日のように

何人も押し寄せて来るのでと言っている保育園もあったのですね。なので、結構、こ

の新人お父さん・お母さんが保育見学に来て、今後、結構大変になってくるんじゃな

い、保育園の負担が増えてくるんじゃないのかなと思うのですけれど。その辺につい

ては、どのようにお考えでしょうか。 

 

【事務局】  

 今、委員からご説明あったのは、多分、保育園の入所にあたって、この保育園はど

んな保育園なのか、どんな設備でどんな保育士、保育スタッフがやっているのかとい

うことを事前に確認するための見学のことだと思います。先ほど保活というような言

葉もありましたけれども、保育園に入るために、どこの園なら入ってもいいというこ

とで、通える複数の園を申し込んでいます。ご近所の園に簡単に入れるような状況に

なっていれば、一番ご近所で地域に密接した園に入ればいいのですが。確実に入園す

るためになるべく幅広く、皆さん、多くの保育園を見学されています。２０園とか申

し込まれている方もいるので、全く知らない保育園に行くというのは、ちょっと不安

だという方が多くいて。これは確かに保育園にとっても、職員にとっても負担だとは

思います。一方で事前に見ていただかないと実態もわかりませんし、特に私立の保育

園はそれぞれの思いであるとか、保育に対する方針がありますので、これを見ていた

だきたいと思っています。 

 ですので、ここで言っている事業の趣旨の地域の子育てのさまざまな相談に乗ると

か、それからお父さんになったりお母さんになっていく、そういったことについて不

安の相談であるとか、そういったものとは切り離しています。ただし、実態として、

委員のおっしゃったように曜日を決めないと、毎日のように大量の方が押し寄せてし

まい保育ができませんので。そういった実態があることは、私どもでも認識しており

ます。 

 

【委員】 

 私が行っている小学校で、学力パワーアップ事業で先生方が見てくださっているん

ですけども。パワーアップ事業で見てもらうと、本当に追いつけないような子も大分

よくなっていくというか、できる、わかるようになってくる状況も私、目の当たりに

見ていて。特に、低学年で追いつけなくなっちゃうと、もう、５、６年になると大変

なんですよね。だから、パワーアップ事業を充実していただければということをちょ

っと考えております。 

 

【事務局】  

 現在、学力パワーアップ事業ということで、各学校のクラス数でしょうかね、各ク



14 

ラス数に応じて個別に非常勤講師ということで配置させていただいております。また、

学力パワーアップ、非常勤講師だけではなくて、学級経営支援というようなシステム

もございまして。学級経営支援のほうは比較的教科にこだわらず、さまざまな形で支

援できるという、そういった制度でございます。講師の方にお支払いする謝金という

んでしょうか、特にでも学力アップの方が学校の免許を持っていなければいけない資

格があるんですが、学級経営支援の方は免許が必要ないということもございまして、

少し謝金の額は安めになっております。そういったところで、各学校は必ずしもパワ

ーアップではなくて、学級経営支援の方を２人とか、そういう弾力的な対応もできて

おりますので、今後も学校と相談しながら、学校の状況に応じて配置を充実させてい

きたいと考えております。 

 

【会長】 

 それでは、続きまして、２に入りたいと思います。 

 

【事務局】  

 まず、資料２－１でございます。３とタイトルが書いてございます。保育所待機児

童解消でございます。この会議でもたびたび説明しております待機児童の解消のため

緊急対策を今年度策定いたしました。保育所待機児童解消でございます。この会議で

も待機児童解消のために今年度に入りまして、平成２８年４月に比べて、今度２９年

４月には１，０９０名の受入数増を図ろうといったようなことでさまざまな取り組み

を進めてまいりました。その結果、目標にしていた数にはちょっと到達はできなかっ

たのですが、この１１月の会議でも説明いたしました、４月期までにはおよそ９００

名の定員増が図られる。そして、また２９年度の途中で全体で１５０名の受入数の増

が見込める状況になりまして、この二つをあわせたものが、この資料の中ほどの表に

Ｈ２９、１，０５７とありますが、そういった数になってまいります。 

 平成２９年４月期の保育所申込につきましては、現在第一次審査を進めているとこ

ろでございますが、前年度に比べ、やはり１歳児を中心に２００名をちょっと下回る

ぐらいの増となっておりまして、平成３０年度におきましては、さらに保育園入園希

望者数増が見込まれるのかなと考えております。つきましては、引き続き施設の整備

に努めまして、平成３０年度におきましては、同じく表に示してございます６１９名

の受入数の増と、そういったものに取り組んでいきたいと考えております。 

 内容でございますが、一番下から、まず公立認可保育園でございますが、上十条保

育園につきましては、併設しております児童館、同じ建物の中にある児童館が今年度

閉館となることから、そのスペースを拡張した増でございます。 

 次のページに進んでまいります。堀船南保育園につきましては、併設いたします、

近接する今年度末で閉園となりますほりふな幼稚園、これを活用いたしまして、４、

５歳児の分園を整備するといったような取り組みを行ってまいります。 

 次に２番です。私立認可保育所の新設でございますが、（１）としましては、豊島

七丁目にあります旧北区職員豊島寮跡地を活用した新園。 

 （２）でございますが、平成２９年４月に公私連携園として旧赤羽台保育園・旧赤



15 

羽台つぼみ保育園の園舎を活用して開設いたしますＬＩＦＥ ＳＣＨＯＯＬこどもの

森、これが移転する形で桐ケ丘一丁目に新園を開設するといったようなところでござ

います。こちらの新園開設時期でございますが、平成３０年１１月ごろを見込んでい

るところでございます。 

 次に、３といたしまして、私立認可保育所の誘致・定員拡大ということで、前回１

１月の緊急対策で説明を申し上げたとおり、私立認可保育園４か所の募集を行ってま

いります。定員といたしましては、２９１名を見込んでいるということでございます。 

 そのほか、今年度一歳児園？として開設した新園幾つかございまして、それの２歳

児の進級枠？の確保など合計して、先ほど申し上げました６１９名といったようなこ

とでございます。 

 また、この２９年度中開園の保育園なんですが、また、次回の会議以降で、また具

体の施設等報告してまいりたいと思います。 

 

【事務局】  

 私のほうからは、資料２－２、１ページおめくりいただきまして産後ショートステ

イ事業の開始、新規事業についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 枠の中にありますとおり、健康推進課では核家族化や出産の高齢化により、産じょ

く期における母体のケアが重要になっていくというふうに認識しているところでござ

います。このことから、北区では平成２７年度から産後デイケア事業をスタートさせ

ていただきまして、日帰りですけれども支援を実施してきたところでございます。２

９年度からはショートステイ事業として、産後ケア施設や助産院に１泊２日宿泊をし

ていただきまして、母体とともにゆったりと過ごしながら助産師等の専門職から心身

のケア、育児技術の習得支援など受けられるような事業を進めていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 中段のところの事業内容のところにありますとおり、この事業は平成２９年１０月

以降に実施を予定しているところでございます。 

 また、下の内容のところにありますとおり、１泊２日分の利用料の約８割を助成す

るということで、本人負担額として１日当たり６，０００円を予定しているところで

ございます。 

 以上、ショートステイ事業について、ご説明させていただきました。 

 

【事務局】  

 続きまして、１２番（仮称）ひとり親家庭等相談コーナーの設置のご説明をさせて

いただきます。資料には記載がありませんが、今回、子どもの貧困対策の支援計画策

定に当たりまして、実施しました実態調査におきましては、子どもの成長や学習に必

要なものが不足している状況ですとか、社会的、文化的な経験の機会ですとか進学の

機会が得られない、また、社会的に孤立して必要な支援が受けられず、一層困難な状

況に置かれてしまう状況などが、改めて明らかになったというところでございます。

今後、計画の推進によって、子どもの貧困対策に総合的に取り組んでいきますけれど

も、この平成２９年度の当初予算の（案）におきましては、生活の中に多くの問題を
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抱えているひとり親家庭の総合的な支援に着手させていただくことになります。 

 また、実態調査におけるひとり親家庭の相談相手がいない状況にあるなどの社会的

孤立の傾向ですとか、また、抑うつ傾向などの精神的負担を感じている割合が高いと

の状況を受けまして、ひとり親家庭などの孤立を防ぎ、必要な支援に確実につなぐ体

制の強化に取り組みます。 

 具体的なものとしましては、ひとり親家庭の保護者が各種手当の手続の際に気軽に

相談ができるよう、児童手当等申請窓口へコーナー設置いたします。開設時期は２９

年９月を予定しております。 

 このコーナーでは、カウンセラーの資格を有する相談員を配置しまして、育児や家

事、精神的、身体的な健康管理などの生活一般の悩み事の相談を通じまして、適切な

助言や関係機関、各種支援先の情報提供等を行うとともに、あわせましてひとり親家

庭向けの講習会や交流事業等実施してまいります。 

 また、その他の取り組みといたしましては、教職員や保育士、児童館等の職員が子

どもの貧困に理解を深め、支援につなぐスキルを身につけるための研修の実施ですと

か、また、区民の皆様に子どもの貧困の理解の促進、また協力を求める取り組みとし

ての講習・講演会等の啓発事業を実施しております。 

 なお、今後、この計画の策定を受けまして、子どもの居場所づくりの推進など計画

において、重点検討項目取り組みを挙げさせていただいている事業等について、更に

検討を進め、29 年度の補正予算などによって、具体化を図ってまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

【事務局】  

 本日、所管の課長出席をしておりませんので、私のほうから簡単にご説明させてい

ただきます。 

 老朽化する小中学校の建てかえにつきましては、まずは中学校、次に昭和 30 年代に

建設された小学校ということで、毎校１校のペースで事業着手をしております。隣の

次のページをごらんいただくと表があるので、ここがわかりいいと思いますが。現在、

田端中学校、稲付中学校、浮間中学校、そしてなでしこ小学校、王子第一小学校、こ

ちらについては事業中でございます。そして次年度でございますが、飛鳥中学校の建

てかえに向けた調査を実施してまいりたいと考えております。各校の改築の計画、年

次の計画、年度別の計画につきましては、今、お手元の表をご確認いただければと思

います。 

この表の一番下に改築ステーションとございます。こちら、旧桜田小学校、現在は

さくらだつぼみ保育園が存在する施設でございますが、こちらの改築を、そちらの改

築を行う学校の仮受け先として整備、維持を行いまして、その仮受け先がなくて事業

着手、改築事業に着手できなかった学校、そういったものについて学校改築を可能に

するといったようなことで考えております。 

 

【会長】 
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それでは、この資料２－１から資料２－４までの間でご質問・ご意見等がありました

らお願いいたします。 

 

【委員】 

 質問が３点あります。 

 まず、資料２－１の裏面の（２）（仮称）ＬＩＦＥ ＳＣＨＯＯＬのところで、公

私連携型保育所という言葉があるので、これに関してご説明をいただきたいと思うの

と。 

 それから、資料２－４の１３．計画的な学校改築の推進の下のところで、北区で２

校目の複合化となると書いてある複合化の意味と。 

 それから、下のほうにある改築ステーションに関してなんですが。これ、例えば、

この歩いて行ける範囲の学校でない改築の場合、例えばバスでの送り迎えとか、そう

いう形で北区中から受け入れるのかどうか。今のところわかっている範囲で結構です

ので、教えていただければと思います。 

 

【事務局】  

まず、一つ目です。公私連携型保育所についてです。まず、公私連携というのはど

ういった形かというと区の施設を活用して、中身は民間の事業者さんに運営していた

だく形式の保育園です。ただ、指定管理とちょっと違うのが、指定管理というのは、

継続的な運営等を行う観点から、北区では５年といったことを一つ拠点としての機関

として、その保育園の運営を行っていただくわけですが。 

ただ、こちらの施設につきましては、この旧赤羽台の使う施設を今後まちづくりに

活用するため、数年で移転しなくてはいけない。ただ、保育園としては今現在残って

いたので、急遽、それを活用するということにしたのです。ですので、桐ケ丘のほう

に土地はあるので、そちらのほうには私立園を建てていただくのですが、いわゆる短

期間で移転をいただく。ただし、早期に開園はしたいといったようなことで、どうい

った手法があるのかなと考えたところ、その公私連携といいまして、私立認可保育所

の場合は東京都の審査というか承認というのが必要ですが。こちら、区でも保育園と

して使っていた施設ですから、改めてそういったものは必要ないと考えています。 

ただ、私立園として整備すると、そういったものを受けて、４月の開園というのが

なかなか厳しいような状況だったものですから、こういったようなことで、区のほう

で東京都には届出をするといったような形で整備が可能であるということで、これは

スピード的にもいいかなといったようなことから、この手法を用いたということでご

ざいます。 

【事務局】  

 二つ目の質問につきまして、ご説明申し上げます。 

 まず、複合化ですけれども、これは学校施設の中に他の施設を入れるということで

す。具体的にはなでしこ小学校が地域振興室、そして浮間中学校の場合は図書館と子

どもセンター・ティーンズセンターという形での複合化です。これによって学校施設

をうまく使って、ある意味、複合メリットを生かして授業を行うなど。もう一つは、
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やはりいろんな意味での効率化を図るということからの複合化でございます。学校改

築の際には、必ず複合化を一度検討します。近隣の何か公共施設を一緒にできるかど

うかという検討を行って、可能ということになりますと、この複合化になるというこ

とです。それがなでしこ小、そしてこの浮間中ということで二つ目ということでござ

います。 

 あと、二つ目の改築ステーションです。今回の予定しておりました桜田小学校のと

ころです。やはり通学には限界があると思っています。ここに例えば浮間ですとか、

あっちのほうから来るというのは、やはりかなり子どもたちに負担かけるだろうと見

ております。なお、歩いて行ける距離であれば一番いいんですけれども、そうでない

場合にはバスだとか、もちろん活用も図っていきたいと考えております。主要の幹線

道路を使いますと、かなりのスピードで着くということですので、あとは安全性をき

ちっと確保しながら。いながら改築は、やはりなかなか厳しいだろうと見ておりまし

て、と言っても、すぐ近隣に代替地をというのは無理なので活用を図ります。場合に

よっては、今後この改築ステーションについては、もし、可能であればほかのところ

にもつくって、他の学校をということです。現在ある学校を全て改築するのに、まだ

３０校ぐらいが改築になっていませんから、一つやっていると３０年かかりますので、

一つの学校は約５年かかりますので、今後、老朽化対策では急ぐ仕事ですので、でき

ればこういった手法を活用して子どもにできるだけ負担をかけないようない形での改

築を考えています。 

 

【委員】 

 私は、これ公私連携型保育所ベースというふうなのは、指定管理のことかというふ

うに解釈をしていたのですが、そうではないみたいないのが今判明いたしまして、現

在、この文章からいくと、公私連携保育所を運営する社会福祉法人つぼみ会が、現在

もう既に運営をされているということで、だから、現在現状のことを、例えばそれは

私立保育園として運営されているの、それとも公立保育園として運営されているの、

それとも指定管理として運営されているのというふうなところ、経過措置的な考え方

はあろうかとは思うのですが、現在の様子はどういうことになっているのかというこ

とについて、一応お聞かせいただければと思っております。 

 

【事務局】  

 「平成２９年４月から」という言葉がかかるわけですね。つまり、今現在は開園準

備中でございまして、平成２９年４月から公私連携保育所を運営するということでご

ざいますので、今現在は準備中でございまして、指定管理ではなく、あくまでも、基

本的には、今後桐ヶ丘のほうに私立園を設置して、そちらに移行すると。民設民営で

私立園に移行するといったようなことも踏まえまして、公私連携という手法をとって

ございますが、公私連携というのは、あくまで公立園でなく私立園でございますので、

そういった移行にも資するのかなといったようなことで考えています。 

 

【委員】 
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 現在、運営はしていないわけでしょう。 

 

【事務局】  

 ２９年４月から運営すると。 

 

【委員】 

公私連携型保育所を運営するというふうな読み方をしてしまうと、現在既に事業が経

過的に始まっているのかなという、私が今解釈をしてしまったのですと言ったのだけ

ど。 

 

【事務局】  

 その２９年４月から運営する。運営を予定というか、ということでございます。 

 

【委員】 

 では、今はいないわけね。 

 

【事務局】  

 今はいないです。 

 

【委員】 

 その後、４月からつぼみ会がやるということですね。 

 

【事務局】  

 そうです。 

 

【委員】 

 了解。 

 

【会長】 

 では、次に行きたいと思います。 

 

【事務局】  

⑤「さくらだこども園」の開設についてでございます。 

既に、さくらだこども園につきましては、何回もご報告をさせていただいていたと

ころでございます。この、今年の４月にさくらだ幼稚園がさくらだこども園として、

開設になります。 

２９年度定員数がこちらの表で出てございます。２９年度に関しては、お示しのと

おりでございますけれども、３歳２号３０人ございます。この３０人が翌年は４歳の

ほうに、それからその次の年は５歳の方にと進級してまいりますので、それに伴いま

して、１号の定員は、今４歳５０人ですが、来年２号は３０人になることから、こち
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らの定員が３０人と、その後の年も、５歳３０人というようなことになりますので、

２年後には１号が６０人、２号が９０人、合計１５０人という体制になります。 

ちなみに、１号の現在のお申し込み状況でございますけれども、４歳に関しては４

６人の応募総数、５歳に関しては今の４歳児が５歳に繰り上がることか、４６人とい

う状況になってございます。 

 

【事務局】  

私からは、資料２－６、病児保育サービス（施設型）の開始についてご説明をさせ

ていただきます。 

 上の四角の囲みの中、赤羽台四丁目にあります東京北医療センター内に設置いたし

ます病児病後児保育室にて、新たに施設型の病児保育サービスを開始するものでござ

います。 

 資料下の方を見ていただきますと、囲みで、病児保育と病後児保育の説明を書かせ

ていただきました。病児保育につきましては、病気の急性期を過ぎたもののまだ回復

期には至っていないお子さんを対象にした保育サービスです。病後児保育は、この回

復期に入ったお子さんとなります。 

 それでは、目的・ねらいでございますが、北区では、これまで民間保育事業所で施

設型の病後児保育と企業や民間事業者が行っています居宅、ご自身のご自宅での病

児・病後児保育サービス、今回これに加えまして、施設型の病児保育サービスを実施

するものです。 

 利用対象者は、保育所・幼稚園等の保育施設に通園しています１歳から就学前のお

子さんを対象としております。 

 開始の時期につきましては、７月ということで、今、事業所と調整を行っていると

ころです。 

 なお、対象の人数でありますとか利用の日時、利用者負担につきましては、基本的

には、現在北区で行っている病後児保育、これを基本にして事業者さんと調整をして

いるところとなっております。 

 ちなみに、今の北区の病後児保育でございますけれども、キッズタウン東十条保育

園で１日当たり２，０００円＋５００円という形で事業を行っております。 

 

【事務局】  

 私からは、２４番の北区初！施設一体型小中一貫校の設置について、ご説明をさせ

ていただきます。 

 黒枠のところをご覧ください。小中一貫教育をより推進するため、北区初となる「施

設一体型小中一貫校」の設置に向け、「全体構想等」の策定に向けた検討に着手すると

いうものでございます。 

 目的・ねらい等をごらんいただきます。北区では、平成１５年度に「北区学校ファ

ミリー構想」を策定しまして、他区に先駆けて小中一貫教育を推進し、さまざまな成

果・評価を得てきたところでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、裏面をごらんいただきますと、学校ファミリーとは
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という解説を掲載させていただいております。これは北区独自の教育システムでござ

いまして、区立の幼稚園・小学校・中学校で組織する、質の高い教育を実現しようと

いうネットワークでございます。学校ファミリーの活動は、中学校１校とその通学区

域内の複数の小学校、幼稚園でサブファミリーを活動単位としているところです。さ

らに、サブファミリーを核として、学校・家庭・地域社会の連携協力体制を整備して、

地域教育力の向上を目指そうというものです。 

 恐れ入りますが、また表にお戻りいただきまして、一番下の、北区の小中一貫教育

とはというところをごらんください。北区の小・中学校では、これまで築いてきまし

た学校ファミリーのネットワークを生かした小中一貫教育を、平成２４年度から全て

のサブファミリーで、現在中学校１２校ございますが、その１２校でサブファミリー

で実施しているところです。 

 そして、平成２５年７月には、「北区小中一貫教育力リキュラム」を策定いたしまし

て、このカリキュラムを使いまして義務教育９年間を見通した小・中の連続性のある

学びを実践して、児童・生徒の「知」・「徳」・「体」の調和のとれた「生きる力」の育

成を目指しているところでございます。 

 その上の囲みのところをごらんいただきますと、施設一体型小中一貫校の目標でご

ざいます。北区の小中一貫教育の充実・発展に向けた推進役、そして積極的に新たな

取り組みにチャレンジ、そして教育内容の充実による北区の教育が抱える諸課題の解

決ということで、中１ギャップの解消でありますとか、子どもの発達の早期化への対

応、学力向上などでございます。 

 目的・ねらいの中段のところをごらんいただきますと、これまで、北区における小

中一貫教育は、小学校と中学校の校舎が離れていることが前提で実施してまいりまし

た。今回、施設一体型の小中一貫校を設置することで、その取り組みと成果で、先ほ

ど申し上げた目標でございますが、これを他の小・中学校にフィードバックしていく

ことで、北区の小中一貫教育をより一層推進していこうというものでございます。 

 また裏面をごらんいただきまして、今後の予定、一番下のところをごらんください。

現在、「北区立施設一体型小中一貫校設置基本方針（仮称）」を策定中でございます。

こちらのほうは策定できましたら、２９年度以降この基本方針をもとに、区民参加に

よる検討組織を設置して、施設一体型小中一貫校の関係者、また地域関係者との合意

形成を図りながら、「全体構想」を策定していこうというところでございます。 

 続きまして、２５番の家庭教育力向上アクションプランの推進のご説明をさせてい

ただきます。 

 こちらの黒く墨で塗った囲みでございますけれども、家庭教育は、子どもの基本的

な生活習慣、他人に対する思いやりなどの基本的倫理観、自立心や自制心、社会的マ

ナーなどを身につける上で重要な役割を担っており、全ての教育の出発点であると言

われております。また、基本的生活習慣と学力・体力等には相関関係が認められると

いう調査結果も数多く出ております。 

こういった背景を受けまして、平成２７年３月に策定しました「北区教育ビジョン

２０１５」、また「北区教育大綱」におきまして、これらの課題に対応するため「北区

家庭教育力向上アクションプラン」を作成して、家庭教育力の向上を進めていこうと
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いうものでございます。 

一番下の「北区庭教育力向上アクションブラン」についてをご覧ください。 

具体的に、家庭教育力の向上に向けた《７＋７》アクションプランというものを、

ちょっと文字が小さくて恐縮なのでございますけれども、全部で１４のプランを進め

ていこうというものでございます。こちらにつきましては、平成２７年度から幼児教

育専門家やＰＴＡ代表等で構成いたします家庭教育力向上のアクションプラン検討委

員会を設置して、検討を重ねた結果策定したものでございます。 

 裏面をごらんいただきますと、事業内容は今申し上げたように、七つの既存事業と

七つの新規事業をあわせた１４の事業ということで、多角的・複合的に施策を展開し

ていこうと考えております。保育園・幼稚園・小学校・中学校を核としまして、地域

の青少年地区委員会、町会・自治会、また児童館等の幅広い事業実施主体を想定して

いるところでございまして、各事業の実施主体が単独または家庭、地域等と協力・連

携を図りながら実施して、着実に家庭教育力の向上を目指していこうというものでご

ざいます。 

幾つか主な事業をご紹介させていただきますと、生活習慣の形成というところでは、

生活リズムおじゃま妖怪～退治日記という事業、これは既存事業になります。生活習

慣の乱れやすい夏休みあけに、親子で楽しみながらチェックする生活習慣チェックシ

ートを実施することで、早寝・早起き・朝ごはんの改善を図るというものでございま

す。こちらは、ちなみに本年度、文部科学大臣表彰に推薦されまして、このたび表彰

が決定している事業でございます。 

その下のさわやか朝ひろば、こちらは、学校支援ボランティア等の協力を得て、学

習前の３０分程度、小学校の校庭などで体を動かす機会をつくっていこうというもの

です。 

また、家庭学習の定着ということでは、北区版家庭学習のすすめというリーフレッ

トを作りまして、保護者が子どもとどのようにかかわればよいかをまとめものでござ

いますが、これを家庭学習支援の参考として配布していこうと考えています。 

その下の、親子のきずなづくりでございますけれども、北区きずなうたという事業

を実施しようと考えています。右側に短冊のような形で例が載っていますが、「かたた

たき いたいと泣いている おかあさん」と子どもがつくると、それを受けて、保護

者の方が、「うれし涙を 痛いとごまかす」と、こういったような親子のきずなという

ものを募集して、また、いいものについては賞を設けて表彰して、皆さんに周知して

いこうという事業でございます。 

 

【事務局】  

 こちら、最後の事案につきましても、担当課長が本日不在ですので、私のほうから

説明させていただきます。 

 こちらの事業でございますが、教育支援ボランティアの全校実施でございますが、

学校支援ボランティアというものがございまして、これは地域住民の方などが、児童・

生徒の皆さんに、よりきめ細かな学習サポートを行うという取り組みでございまして、

今回もその一環といたしまして、教員を志望する大学生などによりまして、この教育
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支援ボランティアを行っていくということでございます。 

 本年度は、中学校３校で、飛鳥中学校、田畑中学校、王子さくら中学校でモデル実

施してまいりましたが、新年度からは、これを全小・中学校の教育活動に積極的に導

入・活用するといったようなことでございます。 

 

【会長】 

 それでは、５番から９番に関して、ご質問、ご意見等ありましたらお願いいたしま

す。 

 

【委員】 

 意見が１件です。資料２－６の病児保育サービスの件ですけれども、利用対象者が

１歳から小学校就学前ということで、今後に向けてですけれども、小学生も病児保育

の対象に入ったらいいなと、要望です。 

 というのは、うちの学校は、先月インフルエンザで学級閉鎖がありまして、３年生

と１年生がずれて学級閉鎖があったのですけれども、それをトータルすると１週間以

上、お母さんは会社を休まなければいけなかったのですね。子どもは熱が下がれば割

と元気な状態なのに外に出られないけど、多分フルタイムで働いているお母さんの悩

みの種だと思いますので、そういったところもご考慮いただければと思います。 

 

【事務局】  

 ご要望として承りまして、また学校のほうとも協議いたしまして、今後の検討課題

とさせていただきたいと思います。 

 

【委員】 

 病児保育、これは予算が決まっているということが多分、コストのことがあるので、

病床数とか、あと患者さんの受け入れとか、そこら辺もある程度話は多分定まってい

ると思いますけど、そこにインフルエンザみたいな話になると、基本的にインフルエ

ンザは隔離しないといけないので、そうするとほかの子たちと一緒にできないから、

コストがポンと上がっちゃうと思うのですね。ですから、多分そこら辺も最初受け入

れられないのではないかと思うのですね。そこら辺も何か、前に言った話とはどの辺

が異なっているでしょうか。 

【事務局】  

 今、未就学児を対象とした病児保育でございますけれども、枠としては数名単位と

なると思います。隔離をする、感染症の感染を防止するお部屋というのも数室分、１

とか２とか、そういった部分で確保するものですので、例えば小学校の規模で１０人

のお子さんがインフルエンザになってしまって、登校停止になってしまったものを全

て受け入れるのは、現状の規模としてもなかなか難しいかなというふうに思っており

ます。 

 

【委員】 
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 人員配置等、例えば４人いれば４対１くらいで隔離室をつくらなければいけないと

思いますし、そうすると、そこの隔離室一つあると、そこでまた一人定員がというの

で、人件費もポンと上がるのですね。逆に、それは要望を受け入れるためには、より

予算を取っていただいて手厚くしていただけると、我々としてもいろんな事業を展開

とかというのも、いろんなところで手が挙がる可能性もあるかとは思うので、ぜひと

もまたそこら辺も、まだこれから事業が始まるところなので、よろしくお願いします。 

 

【事務局】  

 この病児保育は、なかなか施設を確保していくというのは難しいところです。また、

先ほどもありましたように、インフルエンザ、こういったものは集団的、爆発的に対

応が必要となりますので、もちろん対応しないというわけではないのですけれども、

北区で起こっている、例えばインフルエンザの対応にしても、病児保育施設だけやる

のはなかなか難しいのかなというところでございます。 

一方で、これは国の資金を利用して行っていますので、こういった国の動きや東京

都の動き、こういったものも活用して、予算の確保をまた効率的な運営に努めていき

たいと思っています。 

 

【委員】 

 多分課長さんたちもいろいろご苦労されていると思うのですけど、逆に、通常一般

の皆様にもご理解いただきたいのは、小児科だとかこういうのは、はやるとドッとふ

えてきて、いないと誰も患者さんが病院の中からいなくなってしまう。ただ、スタッ

フは毎日ずっと、その日によって雇っている人を変えていくわけではないので、人件

費はそのまま一定にかかるので、そこら辺は多少、どういうふうにそこで折り合いを

つけていくかというのは、ある程度皆様にも、区民の皆様にもご理解いただきたいと

いうのもあるかと思います。 

 

【事務局】  

 今、委員からもお話がありましたように、スタッフが全くいない期間は多分ないと

思います。その中でも、こちらの病院につきましては、ご自身の病院の中の保育室、

こういったものを持ちながら、看護師さんについては、小児科の看護師さんをうまく

ローテーションをさせるとか、そういった形で対応していく。それでも感染症が大流

行したときには、賄い切れない。とはいえ、人材をある程度保ちと思っています。 

これは病院とのお金の支払い方という形になるかと思いますけれども、一人受け入

れたら幾らという単純なそういったものではなくて、ある程度年間ベースで、このぐ

らいの枠を受け入れていただきたいということでお願いをする。そうしないと、病院

側は全く賄えないといったものでございます。 

 

【委員】 

 感染症ときは、やっぱり病児保育と病後児保育をご利用になるというお気持ちはわ

かるのだけれども、基本的にご家庭で療養していただきたいと思うのが、現場の保育
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施設の考え方で、やっぱりほかのお子さんにうつってもいけない、熱が下がるからと

強い解熱剤を服用して、お子さんの熱が下がりましたといっていらっしゃるお父さん

お母さんも、中にはいらっしゃるのだけども、でも、基本的に子どもの体調が悪いと

きとか、感染症にかかったときは、ご家庭で療養していただきたい。 

それは、やっぱり子どもの人権ということを考えるには必要なのではないのかなと。

その辺の人権、子どもの人権の考え方というのが、もう一つ、病児が病気のときにご

理解いただけてないというふうなのが、子どもがちょっと微熱だから連れてきました

というようなお話を伺うと、お仕事はもちろん大事なのでしょうけれども、そういう

ところを感じざるを得ないというのが、私の率直なところ。 

それと、あとは委員がおっしゃっていた学級閉鎖のときに、例えば学年が、クラス

が変わって、２回も続けて兄弟で学級閉鎖になってしまと、お父さんお母さんがお仕

事に行けないと。なぜ学級閉鎖するの。保育園の子どもは、インフルエンザがはやろ

うが何しようがみんな来ていて、学級閉鎖を保育園も認められていませんよ。そうい

う社会でしょう。保育園の世界というのが。 

だから、具合が悪い方はお休みいただかなければいけないけれども、それの影響に

よって、感染していないところまで休んでしまうというふうなのが、今のこういう１

億総活躍とか、お父さんお母さんに頑張ってお仕事をしていただいている時代に、ど

うなのかなというふうなことを。それは鹿田先生からまたご意見を伺わなければいけ

ないのですけれども、医療的なお医者様の立場で判断した場合には、やはりそういう

関係者とかは、されたほうがいいというような意見も出てくるかもしれないのですけ

れども、我々からすると保育園は休んでない。なんで学校は休むのというふうな気持

ちがあります。 

 

【委員】 

 確かに学級閉鎖をするととまるんですよ。なぜかというと、学級閉鎖、休みの説明

をしたら、今学級閉鎖ですから大丈夫ですというぐらいに、やっぱりその中に連鎖し

ていく子たちをとめるという意味で、学級閉鎖をやる意味があると思うので、逆にそ

うなっていないときというのは、とまらないんですよね。ずっと続いていくというの

があるので、それが実情かと思います。 

 

【委員】 

本来でしたら、学級閉鎖のときに休めれば一番ですし、学級閉鎖で感染がおさまる

というのは、うちの子たちを見ていてすごくありがたかったので、逆に私はよかった

なと思うのですけれども。 

一番最初のときにもお話がありましたけれども、要するにワークライフバランス、

子どもが具合が悪い日ときには休めるのが、当たり前の社会であったほうが一番大前

提ですけれども、その前までに何かサービスがあれば、お母さんはありがたいなとい

うところで、やはり施設型では、どうしても利用に無理が出てくるので、訪問型をも

うちょっと気軽に利用できるですとか、近所の人と助け合いができるとか、そういっ

たところで、お母さんが一人困ることがないように生きる社会がつくれたらなと思い
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ます。 

 

【委員】 

 小中一貫校の設置というところで、北区学校ファミリー構想の先ほど説明があった

ところで、王子小学校と王子桜中学校が同一施設というか、同一なのがどこかちょっ

と中身のことはよくわからないのですけれども、一緒にやっていて、そういうところ

でも成果があらわれたということで理解しています。 

それと、例えば一貫校になったときに、今下のほうの神谷中学校の校区だというこ

とをあるときに、例えばほかの、通常北区は複数の小学校から一つの中学校に進学を

するというふうな形をとっていらっしゃると思うので、これから先、わかりすいから

言ってしまうと、堀船中学校がある、では堀船小学校と滝野川第五小学校の卒業生が

入学するために、例えばそこが一つの一貫校になった場合に、仮称で一貫校の、堀船

小中学校に滝野川第二小学校から新しい卒業生が入学するという形が出てきたときに、

その辺の子どもたちの成長とか新しい学校になじまないということを、どういうふう

に考えていらっしゃるのか。 

小中一貫というのは、非常に中学生のお手本、例えば運動能力も違いますから、体

育と体育実習にしても、小学校の体育実技と、中学校の体育実技では違う。それから、

音楽・芸術方面の形も違う、要するに高い目標を見ながら、幼い子どもたちが日々成

長していく形というのは、非常に成果を期待できるのではないかなと、私自身は思っ

ているのですが、その辺のことを、検討委員会のほうではどういうふうに考えていら

っしゃるのか。 

それともう一つは、この話、こういう重要な話をほかのところの、例えば諮問とか

ご意見を聞くような機会というのを設けていらっしゃるのかどうか。また、今後そう

いうふうな、今日ＰＴＡの代表の方たちもおいでになっていますけれども、そういう

ところはどうお考えになっているのかを、ちょっとお尋ねしておかなければいけない

のかなと思っています。 

 

【事務局】  

 今、多くのご質問をいただきましたので、まず一つずつお答えしたいと思います。 

 一つ目が、王子桜中・王子小学校の例を挙げてお話があったと思います。これまで、

北区では小中一貫教育を実施してきていいます。ただ、これはあくまで小学校と中学

校を同じ９年間のカリキュラムがある。カリキュラムを北区ではつくりましたので、

これに沿って、どこのサブファミリーでも同じ教育を受けていくという形になってい

ます。 

 王子桜中・王子小学校につきましては、建物が、一見、一つの建物に見えるのです

けれども、小学校と中学校は別々に入っています。言うなれば、小中一貫校ではあり

ません。あくまで独立した小学校と中学校が入っているということで、当然校長先生

もそれぞれにいますし、また、先生方もそれぞれ小学校、中学校別々になさって、職

員室も分かれています。ただ、そうは言っても、建物の特性を生かして、よりほかの

サブファミリーに比べれば、特色的な教育活動ができていると思っています。 
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 あと、もう一つは、通学区域でこの制度の関係のご質問かなと思いますけれども、

今回、神谷中サブファミリーで施設一体型小中一貫校を進めようということになりま

したけれども、通学区域と指定校制度については、今までどおり堅持していくという

ことを原則としております。 

 ただ、一定規模以上の児童・生徒を集めたい。逆に集めないと、多くの子どもたち

が、簡単に言いますと、異学年の交流をしながらたくましく育つためには、やはり小

さい学校ではなくて、それにふさわしい学校をつくりたいということで、中学校の学

区域については若干見直そうかということも、今のところ教育委員会の中では考えて

いるところでございます。ですから、この報告書中では、原則として指定校制度は堅

持していきますと、ただ通学区域については見直すことも検討を進めていきます、と

いう書き方をさせていただいているところでございます。 

 あと、今回この資料のほうにもありますけれども、これまで施設一体型小中一貫校

をつくるまでの経緯が裏面になりますけれども、こちらをごらんいただきますと、平

成２４年度から全小中学校で小中一貫教育を実施してきていました。２年間の実施を

踏まえて、２６年度に取り組みの検証をして、報告書でまとめております。 

翌２７年度には、この検証委員会の中で、今後の小中一貫教育をさらに進めていく

ために、施設一体型小中一貫校の設置を検討していくという答申を受けましたので、

それを受けて、平成２７年度に「小中一貫校設置検討委員会」を設置して、小中一貫

校設置に当たっての基本的な考え方を検討して、これも報告書としてまとめていると

ころです。 

その報告を受けまして、具体的に今年度、配置検討委員会、それでは、どこの場所

に小中一貫校をつくるかということを検討して、このたび神谷中学校サブファミリー

会がふさわしいだろうという形になったところでございます。 

そういったこともございますので、先ほど委員のほうから、諮問等をしたのかとい

うことのご質問があったのですが、これは、今まで３年間にわたり検討を重ねてきた

結果ということでございます。 

今後、当然地域の方々、また学校関係者、ＰＴＡの方に神谷中学校ファミリーで施

設一体型の小中一貫校を進めていきますという説明は、既に地域の方、一部の連合町

会ですけれども、地元の町会のご説明はもう入ってきているところですが、これから

も丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。 

ご質問で堀中のことは、先ほど申し上げたように、通学区域の関係ですか。 

 

【委員】 

例えば複数の小学校から一つの中学校に入学するという形は、結構区内にあると思う

のですけど、将来的な話で、例えば一貫校、最初から９年間入学した人のところに、

ほかの学校の卒業生が入ってきたときに、そこのところでちょっといろいろ不利益は

出ないのかなと思って。 

 

【事務局】  

 具体的には、例えば転校とか転入という事態がわかりやすいのかと思いますけれど
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も、神谷につきましては、この小中一貫校についても、そういう場合で転入してくる

子とか転校していく子、外に出ていく子ですね。こういった子たちが当然不利益にな

らないように、きちんと教育課程も組んでいくということで、また、そういう子に対

しては、それをサポートするような態勢を学校としてきちんと考えていくということ

は、当然必要でありますし、また文部科学省の通知にも、そういったような趣旨が書

かれているところでございます。 

 

【委員】 

 その一人、二人のこういう少人数の転入・転出というようなことを申し上げている

のではなくて、例えば複数の小学校から１校、例えば３０人とか４０人の子どもたち

が一貫校に入学していったときに、最初から小学校１年生のときから一貫校でずっと

教育を受けてきた、勉強してきた子どもたちと、新たに中学校になってそこの学校に

入ってきた子どもたちの、要するに心の動機というのが、私は懸念をしているから、

何度もお尋ねしているのです。 

 逆に言うと、ここの小学校は、中学校はあそこの一貫校に行かなければいけないか

ら、最初からそっちの一貫校に入学、指定校を変更してもいいようにしたほうが良い

のではないのかなという考え方も。 

 もう一つ、ついでに言わせてもらいたいのは、この話を、私は今この場で初めて伺

ったので、私の認識不足だと言われればそれまでなのですけれども、教育検証委員会

のメンバーの方々のお名前をちょっとお聞かせいただければ、例えば神谷のほうの例

が話題になっているとするならば、神谷の方々が中心になってやられているのかと。

一回もしたことがなかったものだから、今、お話をさせていただきました。 

 

【会長】 

 最後に関係するお話をいただけることでも、よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 はい、結構です。 

 

【会長】 

 実は予定終了時刻まであと２０分を切っておりますが、まだ議事の二つ目が終わる

ところですので、（３）（４）（５）がありまして、非常にこれは重要な議事も残ってい

るかと思います。 

 ここで、委員の皆様にちょっとご相談ですが、少し時間を延長させていただいても

大丈夫でしょうか。特に公募委員の皆様はお子さんは預けていらっしゃるという面も

あるかと思うのですが。ただし、この会場はどんなに遅くても９時にはあけなければ

いけませんので、そこまでには終わるつもりでもちろんいます。 

 ということで、少し延長させていただいて、ちょっとスピーディに話を進めていき

たいと思います。 

 それでは、申しわけありません、少し延長させていただきます。 



29 

 次に、議事の３にいかせていただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、事務局からお願いします。 

 

【事務局】  

  ２９年４月１日の保育施設一覧でございます。 

 区のほうへ申し込みを行う入所調整施設を紹介させていただきます。 

前回１１月に具体的な開園予定園を紹介させていただきましたが、かなりの施設に

なりますので、今回、改めて一覧表を作成いたしました。幾つか説明させていただき

ます。 

 裏面をごらんいただけますでしょうか。真ん中からちょっと下になります。地域型

保育事業・認定こども園というくくりの表があると思うのですが、そこの８１番で、（仮

称）ベベ・ア・パリ保育園東十条というのがございます。前回のこの会議で、今年度

中に小規模保育事業所１園が開園になるという説明をさせていただいたのですが、私、

具体の施設名を申し上げていなかったのです。こちらが、今年度中１２月に開設して

おります施設になっております。 

 今現在は、２歳児までの施設で、なかなか２歳の入園のお申し込みというのがない

ものですから、１０名程度の受け入れで開設をしておりますが、本来の定員は１９名

ということでございます。 

 次に９３番でございます。前回、いろいろ新規施設を申し上げたのですが、その後

に区の審査を通った施設が、９３番でございます。（仮称）ゆうひが丘保育園豊島でご

ざいます。７９番のゆうひが丘という施設と、事業者さんは一緒でございます。場所

もそれなりに近くでございますが、こちらが区の審査を通って開設予定になったとい

うことでございます。 

 次に、その下でございます。９１と９２というのがございます。ゆうひが丘の下で

ございます。事業所内保育事業所というのが開設の運びとなりました。こちらにつき

ましても、前回の会議では紹介ができなかったんですね。その後で区の審査を通過し

て、開園の運びになりました。 

 両施設とも、既に、ヤクルト株式会社で勤務する社員のお子様方などを預かる保育

施設として、運営を行っているのですが、平成２９年４月からは、子ども・子育て支

援新制度にのっとった事業所内保育事業所として運営を開始するものでございます。 

 事業所内保育所となりますと、施設の定員数に応じて地域枠と申しまして、つまり、

社員のお子さんではなくて、保育を必要とする一般の方の受け入れをしなくてはいけ

ないと、受け入れ枠を設けると、そういったルールになってございます。赤羽園につ

きましては定員が１９名、西ケ原園につきましては定員は１８名ということでござい

ますので、それぞれ５名の地域枠を設けるといったような決まりになってございます。 

 他の分につきましては、何とぞご確認をくださるようよろしくお願いします。 

 

【委員】 

 先ほどさくらだこども園の解説の話もあったと思うのですけれども、今回、さくら

だこども園の保育のほうのことでは、定員が５０名ということだと思うのですけど、
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先ほどの申込状況の説明で、４歳児と５歳児の説明があったかと思うのですけれども、

今回、この認定こども園になるということで、この最初から今申し込みで２号認定、

保育園の認定をされていらっしゃる申込者というのは、どれぐらいいらっしゃるのか、

もしおわかりになれば教えていただければというふうに思います。 

 

【事務局】  

個別の保育園のところは、きょうまでに審査を行っておりまして、最終的なところ

は、今手元にはないです。 

保育園の申込者数ですけれども、どこの園に何人ということは実際はあるのですけ

れども、一人の方が複数園に申し込むわけですので、通常は第一希望園だけをカウン

トしています。 

 今日はまだ内定の結果が入ってきて、数字は、申しわけございません。ちょっと控

えがございません。 

 

【委員】 

 わかりました。 

 

【会長】 

 それでは、（４）に移らせていただきます。 

 

【事務局】  

後で何かお気づきの点があれば、進行のこともあって、いろいろ質問したい方がいら

っしゃるのかもしれないですけれど、あれば後程聞きますのでよろしくお願いします。 

 続きまして、私立幼稚園の長時間預かり保育の拡充についてでございます。 

  幼稚園におきまして、通常開園時間と合わせ保育園並みの１１時間以上を対象と

する保育施設を、保育の時間単位保育を実施する私立幼稚園数の拡充策についてです

が、前回の報告のあった各園に実施の打診、意向調査を行いました。その結果、以下

の４園において、区の定める要件に従って運営を行うこととなりました。ついては、

今後、運営費補助等を行っていくこととするものでございます。 

 実施予定園については、お示しのとおりでございます。どうぞご確認ください。よ

ろしくお願いいたします。 

 次の実施の要件に進みます。 

開園時間ですが、今ご説明のとおりでございます。 

実施日でございますが、以下①～⑤につきましては、実施しなくてもいいといった

ようなことで、認識するというようなことでございます。 

職員配置につきましても、お示しのとおりでございますので、ご確認いただければ

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

次に行かせていただきます。 
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５番目ですね。お願いいたします。 

 

【事務局】  

 それでは、議題の（５）北区子どもの貧困対策に関する支援計画（中間のまとめ）

の概要とパブリックコメントで提出された意見について報告させていただきます。時

間の関係で少し絞った形でご説明させていただきたいと思いますので、ご不明な点が

ありましたら、また申しつけください。 

 では、本日資料差しかえを行っております。パブリックコメント意見の、事前に送

付せていただいた資料から追加させていただいております。 

 それでは、初めに計画中間まとめの概要についてです。Ａ４の縦の資料をごらんい

ただければと思います。 

 中間まとめの概要でございます。こちらご説明させていただいています。 

 初めに、計画策定についてです。１の計画策定の趣旨については、お示しのとおり

となっております。 

 次に、計画の期間でございますが、平成２９年度から５年間です。 

 また、計画の対象といたしましては、原則１８歳未満の子どもとその家庭とし、施

策によってはおおむね２０歳未満までの子どもとしております。 

 状態につきましては、現在、経済的困窮状態にある子ども、家庭に加えまして、将

来、経済的困窮状態になる危険性の高い子どもとその家庭などを対象としております。 

 次に、北区の子どもを取り巻く現状でございます。 

 生活保護受給世帯の子ども、就学援助、児童扶養手当等の受給者は、近年減少傾向

にございますが、就学援助率が国や東京都の平均よりも高い状況にあります。 

なお、就学援助率については、自治体により認定基準の一部が異なる状況がござい

ますので、あくまでも参考値ということになります。 

 次に、実態調査の概要についてですけれども、前回速報でご報告させていただきま

したが、困難を抱える家庭の子どもの状況といたしまして、自己肯定感や学習意欲、

授業の理解度が低い傾向ですとか、子どもの孤食の状況などが伺えたとともに、保護

者の状況といたしましては、相談相手がいないなど社会的孤立の傾向などが、改めて

明らかになったところでございます。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして、２ページにお進みください。 

 実態調査等から見えてきた状況ということで、調査結果等から見えてきた困難を抱

える家庭の子どもや保護者の状況を整理し、主要な課題を導き出し、課題に対応した

七つの施策を設定しております。 

 続きまして、３ページにお進みいただきまして、北区の子どもの貧困対策の基本的

な考え方でございます。 

 １の基本目標につきましては、未来を担う北区の子どもたちが、生まれ育った環境

にかかわらず、自分の将来に夢と希望をもって健やかに成長・自立できるよう、子ど

もたちの育ちや学びを支える地域社会の実現をめざし、貧困の連鎖の解消に取り組む

としております。 

 ２の貧困の連鎖の解消のための三つの柱についてです。こちらは、基本目標の実現
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に当たっての施策の基本的な考え方として、三つの柱を設定させていただきまして、

子どもや家庭と密接にかかわることのできる自治体として、実効性の高い施策を展開

するとしております。なお、各柱の下に記載されている施策が、前のページで見てい

ただいた実態調査から導き出された課題解決として設定した施策となっております。 

 続きまして、４ページにお進みいただきたいと思います。北区の子どもの貧困対策

に関する取組ということで、施策の内容を記載させていただいております。こちらは、

各施策の枠の一番上には、施策の方針、その下左側に取組の方向性、また右側に重点

検討項目という形で記載しております。こちらの重点検討項目につきましては、この

計画を推進していく中で、新規あるいは事業を拡充していきたいと考えている取り組

みについて記載しております。 

 まず、施策１、乳幼児期の子どもの育ち、成長の支援についてですが、取組の方向

性としては、二つ方向性を設定させていただいています。 

次に、施策の２、学校教育による学び、成長の支援についてでございますが、取組

の方向性としては、三つの方向性を設定してございます。 

次に、施策の３、子どもの居場所づくりの推進についてですが、取組の方向性とし

ては、三つの方向性を設定してございます。 

続きまして、５ページにお進みいただきまして、施策４、困難を抱えやすい子ども

（若者）への支援です。こちらの取組の方向性としては、二つの方向性を設定してご

ざいます。 

次に、施策の５、孤立しないしくみづくりについてでございますが、取組の方向性

としては、三つの方向性を設定してございます。 

続きまして、６ページにお進みいただきまして、施策６、保護者への就労、生活支

援についてです。取組の方向性としましては、三つの方向性を設定してございます。 

次に、施策の７、地域全体でささえるネットワークの構築についてです。取組の方

向性としましては、三つの方向性を設定してございます。 

続きまして、７ページにお進みいただきまして、計画の進捗状況の把握についてで

す。 

計画の進捗や効果を把握するため、ライフステージ等に応じました子どもの貧困に

関する１７項目の指標を設定しまして、その数値の変化を確認することで、状況を把

握しまして、施策の実施状況や効果を検証していくとしております。 

次に、計画の推進についてです。 

計画の進行管理につきましては、北区子ども・子育て会議において、施策の進捗状

況や対策の効果等を検証・評価し、必要に応じて、見直し、改善を図ってまいりたい

と考えております。 

中間まとめの概要につきましては以上となります。 

次に、パブリックコメントで提出された意見についてご紹介させていただきます。 

恐縮ですが、Ａ４、１枚、本日差しかえさせていただいた資料をごらんいただきた

いと思います。意見の募集期間につきましては、お示しのとおりになっておりまして、

意見提出者数でございますが、７名の方です。また、意見総数といたしましては、２

１件ということになっております。 
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こちらのいただいた意見につきましては、計画全般について、また施策、事業につ

いて、その他という形で三つに分類させていただきまして、整理をさせていただいて

おります。 

主なものについてご紹介させていただきます。まず、№１の意見ですけれども、計

画に記載のある事業は、現在行っているものをまとめたという印象を強く受けると。

今後、新たに着手する事業や予算枠を広げる事業について、特に具体的な説明を求め

るというようなご意見でした。 

また、続いて№４の意見です。こちらは、子どもが育つ環境が悪化している状況が

「子どもの人権」を損なうこと、そして、子どもの貧困を放っておくと、将来、経済

的にも国の損失となり、結局は問題を抱えていない家庭の子どもにも影響が及ぶとい

うことを理解してもらえるように、計画でしっかり記載する必要がある、といった趣

旨のご意見でございました。 

次に、二つ目の施策、事業についてのご意見等になります。№８でございます。「子

ども食堂」の立ち上げや運営には、食材や備品の購入費用がかかり、運営スタッフが

自主的に費用を負担している状況であること、また、ボランティア団体等を対象とし

た継続的な運営を前提とした運営資金援助の制度が必要である、といった趣旨の意見

でございました。 

次に、№１３の意見でございます。学校や保育園の給食費の無料化を求める、とい

った趣旨のご意見でございました。 

また、その他といたしまして、№１５からがその他のカテゴリーとなっております

が、こちらは後ほどご高覧いただければと思います。 

なお、いただいたご意見に対しましては、区の考え方、また、ご意見を受けまして

の修正については、現在、整理をしている段階でございます。 

こちらは、パブリックコメント実施結果につきましては、３月１０日号の北区ニュ

ースで周知し、ホームページで公開を予定しております。 

次に、３の今後の予定でございます。２月下旬に、区議会のほうへパブリックコメ

ント実施結果及び計画案を報告させていただきまして、区議会の会派の意見を募集い

たします。その後、３月下旬を目途に計画を策定し、４月に計画の公表を予定してお

ります。 

なお、先ほど２９年度の当初予算案についてはご説明させていただいたところござ

いますが、今後、計画の策定におきまして、子どもの居場所づくりの推進などを初め、

今回の計画において重点検討項目に掲げた施策、事業等について、更に検討を進め、

補正予算等によって具体化を図ってまいりたいと考えております。 

説明は以上となります。 

 

【会長】 

 それでは、ご質問、ご意見等、限られた時間ではありますけど、よろしくお願いし

ます。 

 

【委員】 
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 一つ質問ですが、パブリックコメントで出た内容について、反映させて、多少文章

を変えるわけですよね。それについては、公表する前に、また審議会の委員のほうに

送っていただけるのでしょうか。 

 

【事務局】  

ご要望いただくということであれば、区議会に報告するタイミングと同時になります

けれども、そちらでお送りすることは可能です。２月の下旬に区議会のほうに報告す

る予定ですが、そちらからまた１０日ほど区議会からのほうの意見聴取ということで、

会派からご要望を承るのですけれども、それで集めまして、最終的に、最終案のほう

をかためていくということなので、２月の下旬の段階でありましたら、区議会と同時

のタイミングでお送り、ご提示をすることは可能だと思っています。 

 

【委員】 

 そうしますと、区議会でも、また区議さんからのご意見で、またさらに多少変わる

と、そういうことですよね。 

 

【事務局】  

 そうですね。議会の皆様のご意見を伺いながら、最終的にかためていきたいという

ふうに思っております。 

 

【委員】 

  はい、わかりました。 

 それで、この６ページのほうを続けてよろしいでしょうか。 

 ６ページの７番、地域全体でささえるネットワークの構築というところで、よく出

てくることですが、ＮＰＯ、ボランティア、民生委員・児童委員、町会自治会等の協

力関係と、地域皆さんのご協力で何とかやっていきたいというようなことですが、な

かなか貧困って見えないですよね。プライバシーのこともありますし、なるべく外に

見えないようにしているということもあって、この見えない中で、どうやって支援し

ていくというのがすごく難しいと思うんですね。 

地域によってもさまざまな事情が違うでしょうが、例えば昨日の夜、ＮＨＫスペシ

ャルで「見えない貧困」という番組をやっていましたけど、グッドタイミングでああ

いう番組を見ていただいた方には、「見えないけれども貧困って本当に確実にある」と

わかっていただけると思います。私は保護司をやっていて、保護司仲間と民生委員・

児童委員の方とか、私共の会員に声をかけて子ども食堂を始めたのですが、自治会に

お願いに上がって、無償で場所を、会館を貸していただくようにご説明に行ったとき

に、「貧困の子なんているのか」という質問がいっぱいあって、「いや、見えないけど

あるんです」と。一般に「生活保護を受ければいいんじゃないの」「子どもには子ども

手当があるじゃないの」というような認識の方が非常に多くて。貧困というだけじゃ

なくて、もちろん親御さんの仕事の時間が長いとか、残業があるとかで、夜８時過ぎ

まで帰ってこないようなお宅が結構あって、「夜、子どもだけで過ごしているお子さん



35 

も一緒にご飯を食べるんですよと」説明すると、やっと何とかわかっていただけます。

４時半から８時間まで子ども食堂をやっていて、８時の解散時に、仕事帰りのお父さ

んやお母さんがお迎えに見えるようなことも多いですね。 

だから、シングルマザーの親御さんが幼児を連れてきたりすると、やっとその事情

がわかるということがあって、それも、やってみないとわからないので、そのあたり、

積極的にいろんなことを活動している人が、そういうこと（子ども食堂）をもっと気

軽にできるといいかなと思います。 

余り個人的な情報は出せないのですが、スクールソーシャルワーカーの方とか学校

の養護の先生に世話人が子ども向けのチラシなどを手渡しして協力していただいてい

るのですが、そういう協力体制も、学校は学校で、むやみにほかの人に情報などを話

せないということもあるし、その辺は非常に細やかなネットワークがないと、なかな

かできことなので、地域の大人が、困っている子どもに何か声をかけられるような存

在であってほしいということを、もっと皆さんに理解していただきたいなと思ってい

ます。そういうことを、区のほうからも情報提供していただきたいと感じています。 

 

【事務局】  

委員がおっしゃるように、子どもの貧困は外見からは、見えないというようなお話

もございます。また特効薬がないというようなことも言われているところがございま

す。事業をいくつか実施すれば、それで解決ものでもなかなかないと。そういう面で

は、地域の中で、地域の方にもご協力を求めながら進めていくことも重要ですし、ま

た一方で、行政機関の中でも、連携を高めていく取り組みも同時並行で進めていくこ

とが必要だと思います。 

また、今回の実態調査をやっている中で、北区は２３区内でも２区目というのでし

ょうか、足立区が先行で昨年始めまして、今年度は大田区と北区というのが実態調査

にかかわっていまして、特別区の中でも先行的に着手している自治体でございます。

今回実態調査をさせていただきましたけれども、まだほかの自治体と結果を比較する

ような材料がなかなかなく、北区特有の課題というのが、今回の実態調査の中で発見

できたかというと、まだできていない部分もあるのかなと思っています。今後ほかの

自治体の調査結果との比較も含めまして、北区の特有の課題がないのか、そこに対し

て対処すべき取り組みがないのかというような検討を進めながら、走りながら取り組

んでいきたいと思っております。 

 

【委員】 

 子どもの貧困って、本当になかなか見えてこないけれども、そのお子さんが成長し

て、また親になったときに、私の教え子でいるのだけど、親にかわいがってもらった

覚えがないから、子どもをどうかわいがっていいかわからない。ご飯はいつもお金を

もらって買い食いだったから、ご飯をどうやって自分の子どもにつくっていいかわか

らないと、２代、３代とそういうのが連鎖をしていってしまうというのが、非常にマ

イナスの連鎖で、私は本当に悲しい思いをしているのですけれども、ぜひ、その辺の

ことも踏まえて、例えばできるところは区のほうでご協力をいただくとか、施策とし
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て頑張っていただきたいなというふうなことも思っています。 

 今、この計画を読ませていただいて、ボランティアの皆さんの好意が、やっぱり一

番のよりどころになっているなと思っているんですね。それはそれで大変立派なこと

で、ありがたいことだと思いますけれども、行政として、どういう施策を、どういう

ふうにかかわっていくかというようなことを、これから、今、足立区と北区も先駆的

に取り組んでいる自治体だというようなことをおっしゃいましたので、ぜひぜひ、目

に見えにくいところがあるので、またそういうところも、我妻委員がおっしゃったみ

たいな、例えば地域の皆さんに対する啓蒙のことも､一緒に踏まえてお考えいただけれ

ば、こういう輪を強く広げていくということも、非常に重要ではないかなと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

 

【委員】 

 今、私が知っている限り、北区で子ども食堂は七つが定期的に開かれているのです

が、私どもの団体会員・個人会員がそのうち五つの子ども食堂にスタッフとしてかか

わっていて、今度４月に、一般の方を対象とした子どもの貧困についてのパネルディ

スカッションというのを開こうと思っています。やっぱり子ども食堂を通して見えて

きたことを、地域の方たちに知らせていくということもすごい大事だと思うのですね。 

例えば若い方たちが中心になって、なかなか地域のほかの世代の人と提携していけ

ないとか、地域それぞれで事情も違うと思うのですが、なるべく自分の周りに広げて

いくというか、いろんなことを伝えていくということをして、協力を求めるという、

そういう口コミもすごく大事で、区は区としての事業をしていただいて、それはお願

いしたいところですが、多くの人が口コミで伝えていくということも非常に大事かな

というふうに思います。 

 

【会長】 

もし、何かご意見等がありましたら、事務局のほうにメール等で連絡いただけますと

幸いです。 

 それでは、事務局のほうから、連絡等はありますでしょうか。 

 

【事務局】  

 お時間もないところですが、先ほど委員からあった検討委員会のメンバーの関係で

ございます。 

 平成２６年度の北区小中一貫教育検討委員会でございますけれども、こちらにつき

ましては、それまでの全校で実施した小中一貫教育の課題を把握し、よりその充実に

向けて検討等を行うということで、学識経験者の、具体的には大学の先生が３名、ま

た小学校長会、中学校長会、幼稚園協会からそれぞれ校長先生、園長先生、また事務

局からは指導課から９名が出ています。 

 そして、２７年度の小中一貫校の設置検討委員会、こちらでございますが、先ほど

検討委員会の中で、先ほども申し上げましたが、今後さらに小中一貫教育を推進して

いたくめに、小中一貫校を設置していくという提言もいただきましたので、その提言
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を踏まえて、北区における小中一貫教育の充実・発展を目指して牽引していくための

推進役としての施設一体型小中一貫校の設置について検討を行いました。 

 検討メンバーでございますが、やはり学経者の先生、これはソフトの面、教育内容

の面、またハードの面でございます、３人の大学の先生、また小学校長会、中学校長

会、幼稚園長会から代表の先生、そして、この会議におきましては、地域の方、自治

会連合会、また青少年委員会からも参加をいただいています。また、当然小学校ＰＴ

Ａ会長、中学校ＰＴＡ会長からも参加をいただいて、教育委員会からは次長、部長ほ

かその他区長部局の部長等が参加しているところです。ですから、地域の方々のご意

見、ＰＴＡの方のご意見も十分踏まえてということです。 

 今年度の施設一体型小中一貫校の設置検討委員会については、これはまず基本的な

考え方がございまして、施設一体型小中一貫校の位置づけですけれども、この指定校

制度を堅持する、また通学区域の見直しを行うということが、一つです。また既存の

サブファミリーの枠組みを継承する。つまり、サブファミリーを構成する小学校と中

学校を、施設一体型小中一貫校として一つにまとめるということを前提条件としてお

ります。また、教育環境等も踏まえて実施するということでしたので、この検討委員

会につきましては、区長部局、また教育委員会部局の関係部課長で構成しているとい

うことでございます。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

 これで閉会とします。ありがとうございました。 


